
は
、
是
れ
相
い
符
す
る
や
否
や
は
、
内
務
府
に
行
査
せ
し
め
去
後
れ
り
。

茲
に
正
月
二
十
九
日
に
於
て
、
内
務
府
よ
り
奏
明
し
、
開
単
知
照
し
て
前

来
す
る
に
拠
り
、
謹
ん
で
清
単
を
繕
り
、
恭
し
く
御
覧
に
呈
す
。
伏
し
て
命

の
下
る
を
候
ち
て
、
各
衙
門
に
行
文
し
、
緞
疋
等
の
項
を
将
て
送
交
し
、
臣

が
部
、
内
閣
に
移
会
し
て
勅
書
一
道
を
撰
擬
し
、
並
び
に
賞
賜
の
各
件
を

将
て
撰
入
せ
し
め
、
一
併
に
臣
が
部
よ
り
公
同
に
点
験
し
、
装
箱
し
て
封
固

し
、
員
を
派
し
て
兵
部
に
送
交
し
、
駅
よ
り
馳
逓
せ
し
め
、
即
ち
に
沿
途
の

地
方
官
に
転
行
し
、
弁
兵
を
多
派
し
て
接
護
せ
し
め
、
以
て
慎
重
を
昭
ら
か

に
せ
ん
と
す
。

臣
が
部
は
仍
お
閩
浙
総
督
・
福
建
巡
撫
に
知
照
す
る
を
行
い
、
頒
発
し
て

到
る
の
日
を
俟
ち
て
、
即
ち
に
転
給
を
行
わ
し
め
、
祗
ん
で
領
ら
し
め
ん
と

す
。
其
の
使
臣
を
筵
宴
す
る
の
処
は
、
応
に
例
に
照
ら
し
て
停
止
し
、
仍
お

該
督
撫
よ
り
卓
張
を
頒
給
す
べ
し
。
再
た
特
恩
も
て
琉
球
国
の
貢
使
に
加
賞

せ
る
緞
疋
は
、
業
経
に
軍
機
処
よ
り
交
出
し
、
臣
が
部
よ
り
彙
斉
し
て
発
往

せ
し
む
。
其
の
衣
服
等
の
件
は
内
務
府
の
奏
明
を
准
け
て
、
閩
浙
総
督
よ
り

近
き
に
就
き
て
妥
辦
し
て
頒
給
せ
し
め
ん
と
す
。
合
併
し
て
声
明
す
べ
し
。

此
れ
が
為
に
謹
ん
で
奏
し
、
旨
を
請
う
。

旨
を
奉
じ
て
琉
球
国
に
頒
発
す
る
例
賞
の
清
単

国
王
世
子
に
、
蟒
緞
八
疋
・
円
金
八
疋
・
片
金
八
疋
・
片
金
八
疋
・
紗
十

二
疋
・
大
巻
五
糸
緞
十
八
疋
・
杭
紬
十
八
疋
を
賞
す
。

正
副
使
二
員
に
、
片
金
各
三
疋
・
大
巻
五
糸
緞
各
八
疋
・
杭
紬
各
五
疋
・

小
潞
綢
各
五
疋
・
素
細
綢
各
二
疋
・
細
布
各
一
疋
を
賞
す
。

都
通
事
一
員
に
、
大
巻
五
糸
緞
五
疋
・
杭
紬
五
疋
・
小
潞
綢
三
疋
を
賞
す
。

従
人
十
七
名
に
、
小
潞
綢
各
三
疋
・
細
布
各
八
疋
を
賞
す
。

土
通
事
一
名
・
例
と
し
て
応
に
辺
に
留
む
べ
き
の
通
事
一
名
・
例
と
し
て

応
に
辺
に
留
む
べ
き
の
従
人
十
五
名
に
、
五
糸
緞
袍
各
一
件
を
賞
す
、
等
の

因
あ
り
。
国
に
到
れ
ば
此
れ
を
准
け
た
り
。

理
と
し
て
合
に
咨
覆
す
べ
し
。
此
れ
が
為
に
備
に
貴
部
に
咨
す
。
請
煩
わ

く
は
察
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。

須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
礼
部
に
咨
す

同
治
三
年
（
一
八
六
四
）　
　
月
　
　
日

注
＊
本
文
書
は〔
三
―
〇
九
―
〇
二
〕の
咨
覆
で
あ
る
。
語
注
は〔
三
―
〇
七
―
〇
四
〕参
照
。

（
1
）（
2
）
紬
　
校
訂
本
は
「
細
」
だ
が
「
紬
」
の
誤
か
。〔
三
―
〇
九
―
〇
二
〕

で
は
「
綢
」。

3-10-14
　
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
泰
よ
り
関
係
当
局
あ
て
、
同
治
三
年
の
進
貢
使

東
国
興
ら
を
派
遣
す
る
に
当
た
り
、
便
宜
を
図
ら
れ
た
き
旨
、
林
世
爵

等
に
付
し
た
符
文
（
同
治
三
《
一
八
六
四
》、
□
、
□
）

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
（
泰
）、
進
貢
す
る
事
の
為
に
す
。

照
ら
し
得
た
る
に
、
敝
国
は
叨
く
も
天
朝
の
洪
恩
に
沐
し
、
会
典
に
遵
依



し
て
二
年
一
貢
し
、
欽
遵
し
て
案
に
在
り
。

茲
に
同
治
三
年
の
貢
期
に
当
た
れ
ば
、
特
に
耳
目
官
の
東
国
興
・
正
議
大

夫
の
毛
発
栄
・
都
通
事
の
林
世
爵
等
を
遣
わ
し
、
表
章
を
齎
捧
し
、
梢
役
共

に
二
百
を
過
ぎ
ざ
る
の
員
名
を
率
領
し
、
海
船
二
隻
に
坐
駕
し
、
常
貢
の
煎

熟
硫
黄
一
万
二
千
六
百
觔
・
紅
銅
三
千
觔
・
煉
熟
白
剛
錫
一
千
觔
を
将
て
、

均
分
し
て
両
船
に
装
載
せ
し
め
、
一
船
の
礼
字
第
三
百
三
十
二
号
は
硫
黄
六

千
三
百
觔
・
紅
銅
一
千
五
百
觔
・
白
剛
錫
五
百
觔
を
装
運
し
、
一
船
の
礼
字

第
三
百
三
十
三
号
は
硫
黄
六
千
三
百
觔
・
紅
銅
一
千
五
百
觔
・
白
剛
錫
五
百

觔
を
載
運
し
、
前
み
て
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
至
り
て
投
納
し
、
起
送

し
て
京
に
赴
き
、
叩
き
て
聖
禧
を
祝
ら
し
め
ん
と
す
。

所
有
の
差
去
せ
る
員
役
は
、
文
憑
無
け
れ
ば
以
て
各
処
の
官
軍
の
阻
留
し

て
便
な
ら
ざ
る
を
致
す
を
恐
る
。
合
行
し
く
符
文
を
給
発
す
べ
し
。
今
、
王

府
の
礼
字
第
三
百
三
十
一
号
半
印
勘
合
の
符
文
一
道
を
給
し
て
都
通
事
林
世

爵
等
に
付
し
、
収
執
し
て
前
去
せ
し
む
。
如
し
経
過
の
関
津
及
び
沿
海
の
巡

哨
官
軍
の
験
実
に
遇
わ
ば
、
即
便
に
放
行
し
、
留
難
し
て
遅
悞
す
る
を
得
る

毋
か
ら
し
め
よ
。

須
ら
く
符
文
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

計
開
す
。

正
使
耳
目
官
一
員
　
　
東
国
興
　
　
　
　
　
人
伴
一
十
二
名

副
使
正
議
大
夫
一
員
　
毛
発
栄
　
　
　
　
　
人
伴
一
十
二
名

朝
京
都
通
事
一
員
　
林
世
爵
　
　
　
　
　
人
伴
七
名

在
船
都
通
事
二
員
　
蔡
呈
書
　

林
長
湀

　
　
　
　
　
人
伴
八
名

在
船
使
者
四
員
　
　
麻
厚
仁
　
　
孟
朝
璉

経
世
芳
　
　
孫
国
儀
　		

人
伴
一
十
六
名

存
留
通
事
一
員
　
　
魏
掌
政
　
　
　
　
　
人
伴
六
名

在
船
通
事
一
員
　
　
王
作
梅
　
　
　
　
　
人
伴
四
名

管
船
火
長
・
直
庫
四
名
　
鄭
邦
輔
　
西
常
裕

金
世
昌
　
高
受
福

水
梢
共

右
の
符
文
は
都
通
事
林
世
爵
等
に
付
す
。
此
れ
に
准
ぜ
ら
れ
よ

同
治
三
年
（
一
八
六
四
）　
　
月
　
　
日

注
＊
本
文
書
は
〔
三
―
一
〇
―
一
八
〕
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
日
付
が
な
い
。
語
注

は
〔
三
―
〇
三
―
一
九
〕
参
照
。

（
1
）	

蔡
呈
書
　
嘉
慶
七
年
（
一
八
〇
二
）
～
？
。
久
米
村
系
蔡
氏
（
上
原
家
）

十
六
世
。
上
原
親
雲
上
。
道
光
十
年
黄
冠
、
同
治
二
年
中
議
大
夫
、
九
年

正
議
大
夫
に
陞
る
。
同
治
三
年
進
貢
頭
号
船
の
在
船
都
通
事
、
八
年
接
貢

船
の
都
通
事
を
務
め
る
。
道
光
十
年
家
統
を
継
ぎ
与
那
城
間
切
上
原
地
頭

職
を
授
か
る
（『
家
譜
（
二
）』
三
四
八
頁
）。

（
2
）	

林
長
湀
　
久
米
村
系
林
氏
。
同
治
三
年
進
貢
の
在
船
都
通
事
。

（
3
）	

麻
厚
仁
　
校
訂
本
は
「
麻
原
仁
」
だ
が
〔
三
―
一
〇
―
一
八
〕〔
三
―
一
〇
―

一
九
〕
に
よ
り
「
麻
厚
仁
」
と
し
た
。

（
4
）	

孟
朝
璉
　
同
治
三
年
進
貢
の
在
船
使
者
。

（
5
）	

経
世
芳
　
同
治
三
年
進
貢
の
在
船
使
者
。

（
6
）	

孫
国
儀
　
同
治
三
年
・
六
年
の
在
船
使
者
。

（
7
）	
魏
掌
政
　
道
光
六
年
（
一
八
三
六
）
～
？
。
久
米
村
系
魏
氏
（
楚
南
家
）

十
世
。
楚
南
里
之
子
親
雲
上
。
咸
豊
五
年
遏
闥
理
官
、
六
年
都
通
事
に
陞

る
。
咸
豊
七
年
漢
文
組
立
役
師
匠
と
な
る
（『
家
譜
（
二
）』
四
七
頁
）。
同

治
三
年
進
貢
の
存
留
通
事
。

（
8
）	

王
作
梅
　
久
米
村
系
王
氏
。
同
治
三
年
進
貢
の
在
船
通
事
。



（
9
）	

鄭
邦
輔
　
嘉
慶
十
八
～
同
治
四
年
（
一
八
一
三
～
六
五
）。
久
米
村
系
鄭
氏

（
池
宮
城
家
）
十
八
世
。
道
光
二
十
一
年
黄
冠
に
陞
る
。
同
治
三
年
進
貢
頭

号
船
の
総
官
（
管
船
火
長
）
を
務
め
る
（『
家
譜
（
二
）』
五
九
八
頁
）。

（
10
）	
金
世
昌
　
嘉
慶
十
一
年
（
一
八
〇
六
）
～
？
。
久
米
村
系
金
氏
（
多
嘉
良

家
）
十
六
世
。
道
光
十
四
年
黄
冠
、
同
治
五
年
都
通
事
に
陞
る
。
道
光

十
三
年
読
書
習
礼
の
た
め
閩
に
赴
き
、
十
九
年
帰
国
。
同
治
三
年
進
貢
二

号
船
の
総
官
（
管
船
火
長
）
を
務
め
る
（『
家
譜
（
二
）』
一
〇
八
頁
）。

3-10-15
　
琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
泰
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
前
例
に
従
い
、

冊
封
を
要
請
す
る
旨
の
咨
文
（
同
治
三
《
一
八
六
四
》、
□
、
□
）

琉
球
国
中
山
王
世
子
尚
（
泰
）、
例
を
援
き
て
陳
情
し
、
封
襲
を
懇
請
し

て
以
て
疆
宇
を
光
か
し
、
以
て
忠
勤
を
効
す
事
の
為
に
す
。

窃
か
に
維
う
に
、
敝
国
は
鯷
壑
の
外
藩
、
蝸
居
の
荒
服
に
し
て
世
々
天
朝

の
厚
沢
深
仁
に
沐
し
、
加
う
る
有
り
て
已
む
無
し
。

先
祖
の
尚
質
は
順
治
十
一
年
に
於
て
天
恩
を
荷
蒙
し
、
王
爵
の
印
篆
を
頒

給
せ
ら
れ
、
中
山
王
と
為
り
て
永
く
海
邦
を
奠
む
。
先
祖
の
尚
貞
・
尚
敬
・

尚
穆
は
、
均
し
く
康
煕
二
十
一
年
及
び
五
十
七
年
、
並
び
に
乾
隆
二
十
一
年

に
於
て
、
先
後
し
て
封
襲
を
恩
准
せ
ら
る
。
太
高
祖
の
尚
哲
は
世
子
と
為
る

の
時
、
即
世
し
て
禄
弗
し
。
高
祖
の
尚
温
は
嘉
慶
五
年
に
於
て
叨
く
も
王
爵

を
封
襲
す
る
を
蒙
り
、
曽
祖
の
尚
成
は
未
だ
請
封
に
及
ば
ず
し
て
早
に
已
に

世
を
棄
つ
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
祖
の
尚
灝
は
嘉
慶
十
三
年
に
於
て
叨
く
も

王
爵
を
封
襲
す
る
を
蒙
り
、
曽
祖
も
亦
た
是
の
年
に
於
て
恭
し
く
誥
命
を
荷
く

し
、
特
に
追
封
を
許
さ
る
。
父
の
尚
育
は
復
た
道
光
十
八
年
に
於
て
祗
ん
で

冊
封
を
受
け
て
中
山
王
と
為
り
、
列
聖
の
遭
逢
に
感
じ
て
児
孫
を
励
ま
し
、

以
て
職
ら
嗣
爵
を
守
る
。
以
来
、
夙
夜
、
欽
ん
で
忠
貞
を
承
け
懈
ら
ざ
る

に
、
詎
ぞ
意
わ
ん
、
偶
々
微
疾
に
嬰
り
、
医
薬
も
霊
無
く
、
遽
か
に
道
光
二

十
七
年
九
月
十
七
日
に
於
て
薨
逝
す
る
と
は
。

泰
、
嫡
長
を
以
て
統
を
継
ぎ
、
恭
し
く
典
例
に
循
い
、
虔
ん
で
封
襲
を
請

い
、
皇
威
の
遠
く
に
被
ぶ
を
冀
い
藉
り
、
寿
域
の
同
し
く
登
ら
ん
こ
と
を
庶

幾
う
。
謹
ん
で
耳
目
官
の
東
国
興
・
正
議
大
夫
の
毛
発
栄
等
を
遣
わ
し
、
趨

き
て
彤
墀
に
叩
き
、
丹
悃
を
攄
陳
せ
し
め
ん
と
す
。

聖
恩
も
て
先
世
の
事
例
に
体
循
し
、
欽
ん
で
天
使
を
選
び
て
海
疆
に
按
臨

せ
し
め
、
泰
を
し
て
綸
音
を
北
闕
に
迓
え
、
世
々
藩
封
を
守
り
、
璽
命
を
東

瀛
に
膺
け
て
、
代
々
職
貢
を
修
め
し
め
ん
こ
と
を
奏
請
せ
り
。

理
と
し
て
合
に
通
国
の
甘
結
を
附
し
、
一
併
に
貴
司
に
移
咨
し
て
知
会
せ

し
む
。
請
煩
わ
く
は
察
照
し
て
施
行
せ
ら
れ
よ
。

須
ら
く
咨
に
至
る
べ
き
者
な
り
。

右
、
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
に
咨
す

同
治
三
年
（
一
八
六
四
）　
　
月
　
　
日

注
＊
引
用
の
奏
文
の
草
稿
は
〔
三
―
一
〇
―
〇
三
〕。
本
文
書
と
ほ
ぼ
同
文
の
礼
部
へ
の

咨
が
〔
三
―
一
〇
―
〇
七
〕
で
あ
る
。
語
注
は
〔
三
―
一
〇
―
〇
三
〕
参
照
。


